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研究成果の概要（和文）：  

 2000 年代に入ってわが国の学校現場では、教職員と保護者の間に時として激しい対立やト
ラブルが生じようになり、それらをどのように解決していくか、あるいは減少させていくかと
いう課題が生まれてきた。本研究は、このような問題現象が増加している理由や背景の分析は
もちろんのこと、具体的にどのようにすれば、トラブルが大きくならずに解決につながってい
くかを考察したものである。このために研究者のメンバーの専門領域をより学際的なものとし、
教育学だけでなく、法律学、精神医学、臨床心理学、福祉学などの幅広いものとして構成した。 

 そこで得られた研究成果を、全国の１２か所でシンポジウムとワークショップを開催する形
で発表したが、これらの成果の多くは、６つの書籍などの成果物として結実した。 

 
研究成果の概要（英文）： 
 In 2000s, serious troubles caused from teachers and parents have been the one of big 
educational problems of Japanese. The problem of how to solve or reduce is handled as 
the equal to bullying, refusal to attend school and violence in school now.   
 This study considered the reason why the phenomenon is increasing, a background of 
it and concrete solving proposal about putting down troubles. The member of researchers 
is extensively consisted of specialized field and more interdisciplinary which is not  
only sciences of education but also law, psychiatry, clinical psychology, welfare. 
  The result of study from those is presented at twelve places in the whole country with 
holding symposium and workshop. We collected those fruits into six volumes. 
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１．研究開始当初の背景 

 
（１）激動する社会状況の中で、学校・園（幼
稚園・保育所）と保護者（さらには地域住民）
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の関係は、かつてないほどの変貌を見せてお
り、時として両者の間に良好な関係性が構築
されず、対立を深めている場合が少なくない。
教職員にゆとりがなく、児童生徒と向き合う
時間が減少しつつある一方で、保護者などか
らの要求や要望は多様化・複雑化し、学校は
困惑し立ち往生することも多くある。 

 子どもの成長を願いながらも、学校や園と
保護者の間に、親和的・調和的な関係ではな
く、時として鋭い対立関係へと発展すること
がある。親と教職員は、互いに不信感をつの
らせ、ある場合には対立意識を生み出し、ま
た逆に敬遠し恐れるような関係性が生まれ
ている。教科指導や生徒指導そして特別活動
での「生徒対応の問題」が「保護者対応問題」
に変化することが頻発し、こういった事態を
解決することは緊急の課題となっている。 

（２）保護者（地域住民を含む）からの学校
への要望・苦情の中身は多様であり、時にそ
れらはトラブルに発展し、幾つかは解決が長
期化していく。それゆえに、今の保護者－学
校関係の困難状況を打開すること、トラブル
解決を通しながら両者の間に良好な関係を
築くためには、学校経営学、教育行政学をは
じめとした教育組織体制に関する学問、社会
教育・家庭教育などの広く教育学のジャンル
に属する研究からのアプローチだけでは不
十分である。多様な局面で複雑な事情を抱え
た課題に適切に対処するためには、学校をめ
ぐる法関係、ソーシャルワーク、メンタルな
支援、そして危機管理などの専門家集団の結
集が必要であると考えた。 

（３）このために研究組織体制を、教育学を
中心にしつつ、臨床心理学・精神医学、法律
学、福祉学などの多様な分野からなる研究者
で構成した。学際的な立場から「学校と保護
者」関係に焦点をあて、複雑で多様な課題を
抱える学校現場と家庭に対して、具体的で実
効的な処方箋の提示をおこなうことをめざ
した。 

 

２．研究の目的 

（１）保護者と学校の教職員の関係が対立的
な関係になると、双方が解決の糸口を見いだ
せず困窮し、エスカレートした状態が作り出
されたり、敬遠したり恐れたりするようにな
り、家庭教育にも学校教育にも深刻な影響が
出ることになる。保護者の思いや願いをくみ
取りきれない「学校側の対応力」の不十分さ
はもちろん、深刻な事態の中で、挫折と絶望
感に陥り、退職したり精神性疾患にかかる教
員が急増し、場合によっては自死したりする
ケースも報告されている。一部には「モンス
ター・ペアレント」という言葉で説明されよ
うとしているが、こういった事実は、都市部
の問題ではなく、また経済的困窮の差にかか
わりなく、日本全体に広がっている普遍的な

現象である。 

（２）本研究の目的は、①学校と保護者の難
しい関係性を解きほぐし、保護者と教職員の
間に良好な関係性を築き上げるための諸方
策の提示と実践的活用をめざすこと、②困難
な状況に陥っている、あるいは陥る可能性が
ある〈教職員〉、〈学校管理職〉、〈教委や学校
法人などの管理機関〉さらには〈保護者〉、〈児
童・生徒〉という５つの対象に向けて、教育
経営的および学校臨床的な視点からの最適
の支援体制（サポート機構）を構築するため
に、学際的かつ総合的な研究をおこなうこと
にある。 

（３）最近の幾つかの研究により、こういっ
た問題現象の内実については、ほぼ明らかに
なりつつある。本研究では、現象の分析から
さらに次の段階に進んで、問題解決と関係改
善のための方策とその具体的実践、およびそ
れらの評価・検討をおこなうこと、それによ
って今後、学校現場などで展開されるべき教
育施策の推進に貢献しようとするものであ
る。 

（４）本研究テーマに関連して、ようやく国
の政策としても、中教審答申のほか、教育再
生会議第２次報告でも「学校の保護者対応」
が取り上げられ、「経済財政改革の基本方針
２００７」にあっても「教育再生」の一項目
に「学校問題解決支援チームの創設」が掲げ
られた。これを受け、２００８年度から全国
３か所で「保護者等への対応」の調査研究事
業が選定されているほか、全国の 72 の県・
市教委で調整と問題解決のための専門委員
会あるいは第三者委員会が設置され、約４割
の教委で何らかの研修会やワークショップ
が実施されている。本研究は、こういった緊
急課題性を有する教育施策と連動しつつ、各
種施策の評価と有効性の検証もあわせて実
施する。 

 

３．研究の方法 

（１）府県・市の教育委員会および私学法人
の協力の下に、困難に陥った数百のトラブル
事例について、多面的な専門領域から、詳細
にケーススタディ分析をおこない、特徴およ
び問題点の整理と課題の抽出をおこなう。 

（２）学校や保護者等に対して、学校経営お
よび危機管理、法的知識、臨床心理・精神医
学、ソーシャルワーク的支援などのシステム
づくりについて検討する。 

（３）研究代表者・研究分担者・連携協力
者との協力体制にある府県市教委からの要
請に応えて、研究組織メンバーによるタス
クフォース（専門調査委員会）を派遣し、
危機的状況にある事例への学術的参与ある
いは介入をおこない、具体的な分析・提言
活動の中で得られた知見を集積する。 
（４）こういった研究・分析→実践→評価・



再検討→研究の深化というサイクルの中で
蓄積できた成果を基に、いま先行的に進め
られている府県市の施策の課題と問題点を
明らかにしつつ、科研研究者集団としての
新たな施策の提示と試行をおこなう。 
（５）同時に保護者と学校の関係の難しさ
は、わが国だけでなく「フーリガンペアレ
ント」（イギリス）、「モンスターペアレント」
（アメリカ）のように先進国の共通の課題
でもある。諸外国との比較研究によって、
改善・対応策の新たな視点を探り、日本へ
の活用の可能性を探る。 

（６）それらを基に、学校と保護者のトラブ
ル処理だけでなく、双方の良好な関係性づく
りとその維持のため、全国数カ所において、
教員養成段階および現職教員研修段階での
プログラム開発とその実践的応用に貢献す
るように務める。 

 
４．研究成果 
（１）それ以前の科研費研究（基盤研究（Ｂ））
の「学校における保護者対応の現状分析と良
好な関係性の構築に関する総合的研究」（課
題番号：18330169）を引き継ぐ形で「新・学
校保護者関係研究会」という名称とし、４年
間を通して通算 10 回の研究総会と「半公開
学習会」を大阪大学で開催した。この場にお
いては、単に研究進捗状況の報告会にとどめ
ずに、学校－保護者関係トラブルの具体例の
当事者（教職員、保護者、訴訟事案の弁護士、
マスコミ関係者、保護者対応問題も絡み自死
した教員の遺族など）をゲスト・スピーカー
として招いて学習会をおこない、研究の深化
を果たすことができた。なお、研究会メンバ
ーは、研究分担者 18名、研究協力者 10名と
研究代表者の合計 29名で構成している。 
 また、暴力行為や違法行為が関係するトラ
ブルの事例検討を、弁護士や司法関係者の助
言を得ながら進める形で、半公開学習会（２
０１２年５月）として開催し、こういった事
例に悩む教育委員会関係者および校長など
２５名の外部参加があった。 
（２）研究会全体をいくつかの部門に分けて、
それぞれにテーマ追求をしたが、それぞれの
成果は次のような調査結果報告書に結実す
ることができた。いずれも「新・学校保護者
関係研究会」としての成果物であり、タイト
ルにその内実が示されている。 
①小野田正利『イチャモンを超えて～学校と
親の新たな関係づくり』2009 年、大阪大学・
人間科学研究科・教育制度学研究室。 
②佐藤晴雄『保護者の学校意識に関する調査
研究（中間報告）』2009 年、日本大学文理学
部教育学科。 
③小野田正利『子どものために手をつなぐ４
～学校にできるいい関係づくり～保護者に
できるいい関係づくり』2010 年、大阪大学・

人間科学研究科・教育制度学研究室。 
④小野田正利『悲鳴をあげる学校Ⅲ～「保護
者対応」と教職の困難』2010 年、大阪大学・
人間科学研究科・教育制度学研究室。 
⑤小野田正利『みずみずしさは最高の宝物～
子ども・保護者との関係づくりに悩む新任・
若手の教員・保育士のみなさんへ』2010 年、
大阪大学・人間科学研究科・教育制度学研究
室。 
⑥清水和夫、入澤充『教育現場における保護
者との連携体制の構築に関する調査』2010年、
群馬大学・教育学研究科。 
⑦小野田正利『保護者との関係づくりに悩む
教職員の皆さんへ～教育は愛とロマンそし
て理性』2010年、大阪大学・人間科学研究科・
教育制度学研究室。 
⑧小野田正利『まず話そう！ まず語ろう！
～親と学校・園、そして子どもとの向き合い
方』2010年、大阪大学・人間科学研究科・教
育制度学研究室。 
⑨清水和夫、入澤充『学校と保護者・地域の
いい関係づくり』2011年、群馬大学大学院教
育学研究科。 
⑩小野田正利『定年まで元気で、定年後は健
康で～50 歳代以上の教職員へ、そして定年を
迎えたみなさんへ』2011 年、大阪大学・人間
科学研究科・教育制度学研究室。 
⑪小野田正利『保護者は怖いと身構える教職
員のみなさんへ』2011年、大阪大学・人間科
学研究科・教育制度学研究室。 
⑫小野田正利『普通の教職員が生き、普通に
活躍できる学校・園～保護者と向き合うため
のテクニック』2012年、大阪大学・人間科学
研究科・教育制度学研究室。 
⑬小野田正利『普通の教職員が生き、普通に
活躍できる学校・園～保護者だって言いたい
ことがある』2012 年、大阪大学・人間科学研
究科・教育制度学研究室。 
⑭佐藤晴雄『保護者の対学校行動とその対応
に関する事例調査（中間報告２）』2012 年、
日本大学文理学部教育学科。 
⑮佐藤晴雄『保護者の学校意識に関する事例
調査（中間報告３）』2012 年、日本大学文理
学部教育学科。 
⑯古川治『セカンドステージに入った保護者
対応の現状に関する調査研究』2012年、甲南
大学教職教育センター。 
⑰小野田正利『共同性は、汗と笑いのなかか
ら～孤立を防ぎ、教職員のギリギリの共同性
を取り戻すために』2012 年、大阪大学・人間
科学研究科・教育制度学研究室。 
⑱古川治『保護者にキレられる先生・キレら
れない先生～クレーム対応ビフォーアフタ
ー』2013 年、甲南大学教職教育センター。 
⑲小野田正利『学校・園の近隣トラブルを考
える～互いの顔が見える関係づくり』2013年、
大阪大学・人間科学研究科・教育制度学研究



室。 
（３）成果の社会還元として、学校を支援し
ていくために多彩な研究会メンバーが集結
し、大阪府豊中市と寝屋川市、東京都（23

区、立川市、オリンピック記念青少年センタ
ー）、前橋市、長崎県諫早市、滋賀県大津市、
北海道帯広市、沖縄県名護市と那覇市、福岡
市で、研究会全体として大きなシンポジウム
と個別ワークショップの開催をおこなって
きた。 

 特に 2012年 8月 24日に寝屋川市で開催し
た「先生を元気にする集い」には、全国各地
から 1400 名の参加があり、マスコミでも大
きく紹介されるなど大きな成功を収めてき
た。またこの研究会に対する認知度が高くな
ったことから、各地・各学校からの依頼を受
けて、研究会メンバーが、トラブル事案の相
談と解決のための援助や支援をおこなって
いる。 

（４）研究会として独自に研究進捗状況につ
いて次の２名の第三者評価を受けたことも
報告しておく。2011 年 9 月 17 日に山崎清男
（現・大分大学理事、教育福祉科学部教授）、
2011 年 12 月 10 日に岩田康之氏（東京学芸
大学教授、教師教育学）。 

 山崎氏は「研究会の活動は、確固たる位置
を占めていることは間違いなく、教職員をは
じめとする学校関係者等の切実な要望に応
えるもの」であり「教育行政機関や教職員、
保護者等に一定の影響力を行使していると
いう事実があること。多分野（多方面）にわ
たるメンバーによる様々な視点からの検討
は貴重である。」「それゆえに、一連の研究は
評価すべきものであり、今後はより地域的特
色をもつ学校の抱える課題に注目しながら、
さらなる新たな研究を開始されることを強
く望む。」 

 岩田氏からは「保護者対応の問題が、すで
に教師教育そのものの課題となっている現
実は明らかである。」研究会の特質でもある、
多彩なメンバーが関与する強みを生かしな
がら、個々の教師の悩みに応えつつ、かつ教
育システム全体の構造的な課題とリンクさ
せ、教師教育プログラムのあり方への貢献を
強く期待する」との高い評価を受けた。 

（５）なお、この研究はさらに広い角度から、
実践的な改善策の提示と応用を進める必要
があると考え、研究組織体制を部分的に拡大
して、基盤研究（Ａ）「対保護者トラブルの
予防と解決のための研修プログラムの構築
と効果に関する学際的研究」を申請したが、
2013 年４月に採用されて、現在も研究を継
続中である。 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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